
A5判/312頁
定価　本体3,000円＋税

本書の特色
●実務経験豊かな元審判官が、独自の
目線で選び抜き解説した、裁決事例解
説書

●国税通則・所得税・相続税から、個人
にまつわる税実務に欠かせない裁決事
例45例を掲載

●税理士が押さえておくべき重要な裁決
事例を、「ポイント解説」と「留意点」
でわかりやすく解説
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■はしがき
■国税不服申立ての構造と審査請求・裁決事例の意義
■税務重要裁決事例

内容構成

国 税 通 則 関 係

所 得 税 関 係

相 続 税 関 係

元国税不服審判所審判官が
独自の目線で選び抜き解説した、

税理士必携の裁決事例解説書！
国税通則・所得税・相続税から、重要な裁決事例を精選。

本書１冊で、個人にまつわる税務の判断の拠り所を把握できる！

税務重要裁決事例 ［個人編］

税
務
重
要
裁
決
事
例

元
審
判
官
が
解
説
！

税
理
士
が
誤
り
や
す
い
ポ
イ
ン
ト

成
松
洋
一
税
理
士

編
集

代
表

個
人
編 成松洋一

税理士

編集代表

税務重要裁決事例

元審判官が解説！
税理士が誤りやすい

ポイント

個人編

税務重要
裁決事例
元審判官が解説！税理士が誤りやすいポイント

個人編

成
松
洋
一
税
理
士

編
集

代
表

■はしがき
■国税不服申立ての構造と審査請求・裁決事例の意義
■税務重要裁決事例

内容構成

国 税 通 則 関 係

所 得 税 関 係

相 続 税 関 係

元国税不服審判所審判官が
独自の目線で選び抜き解説した、

税理士必携の裁決事例解説書！
国税通則・所得税・相続税から、重要な裁決事例を精選。

本書１冊で、個人にまつわる税務の判断の拠り所を把握できる！

税務重要裁決事例 ［個人編］

『税務重要裁決事例　企業編
  ～元審判官が解説！ 税理士が誤りやすいポイント～』

 好評発売中！
も

編集代表　成松洋一

本書１冊で個人に関わる税務の判断の拠り所が掴める！
元審判官による税理士必携の裁決事例解説書

税務重要
裁決事例 個人編

～元審判官が解説！　税理士が誤りやすいポイント～
編集代表　成松洋一

https://www.daiichihoki.co.jp



□公用
□私用
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@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

事務所名

■宛先

第一法規株式会社

書店印

取 扱 い
この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線

部申込部数
●定価3,240円（本体3,000円）　［コード067488］

申　込　書　〈第一法規刊〉
税務重要裁決事例　個人編 ～元審判官が解説！　税理士が誤りやすいポイント～

税務重要裁決事例　企業編 ～元審判官が解説！　税理士が誤りやすいポイント～

税務重要裁決個人（067488）2019.5 SA

部申込部数
●定価4,536円（本体4,200円）　［コード067470］

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞
検 索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞
詳 細・お申し 込 みはコチラ 第一法規　税務重要裁決個人
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更正の請求の直前における請求人の相続税の課税価
格は、相続税法第55条の規定に基づき民法の規定に
よる相続分又は包括遺贈の割合に従って計算されて
いたものではないから、当該更正の請求は相続税法
第32条第 1項第 1号の要件を欠くものであるとされ
た事例

平成20年10月29日裁決　裁決事例集№76－440頁

本件は、請求人が相続税に係る申告を行った後に、遺言の効力を争っ

た訴訟において、無効であることが確認され、確定した判決を踏まえて

共同相続人間で審判による遺産分割が確定したものであり、その審判に

基づいて相続税の課税価格を計算すると、その額が請求人の申告に係る

課税価格を下回ることとなるとして更正の請求に及んだものである。

そうすると、本件遺言が無効である旨の判決が確定した最高裁判決に

より、全ての相続財産は遺産共有の状態、すなわち未分割の状態にある

ことが明らかにされたものと認められ、その後、審判により財産の分割

が行われたのであるから、相続税法第55条の規定に基づく申告又は更正

若しくは決定がなされていたかどうかで、本件更正の請求が同法第32条

第 1項第 1号の更正の請求の要件である「相続税法第55条の規定により

分割されていない財産について民法（第902条の 2を除く。）の規定によ

る相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていたこと」

を満たすか否かを判断すべきこととなる。

この点、本件申告は、最高裁判決の前になされているものであって、

更正の請求の直前における請求人の相続税の課税価格は、最高裁判決に

より未分割の状態にあった相続財産について相続税法第55条の規定に基

づき民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って計算されてい

たものではないことは明らかである。したがって、本件更正の請求は、

裁決の要旨
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相続税法第32条第 1項第 1号に規定する要件を欠くものである。

請求人は、本件申告時においては、無効確認請求事件が係属中であ

り、正式に遺産の分割が完了していた事実はないから、本件申告は、相

続税法第55条の規定により計算したものであり、同法第32条第 1項第 1

号に規定する要件を備えた更正の請求である旨主張する。

しかしながら、本件更正の請求が相続税法第32条第 1項第 1号の更正

の請求の要件を満たすかどうかの判断は、最高裁判決により未分割であ

ることが明らかにされた相続財産について相続税法第55条の規定に基づ

く申告又は更正若しくは決定がなされていたかどうかによるのであるか

ら、請求人の主張には理由がない。

本裁決のポイント解説

1 　事案の概要
本件は、審査請求人（以下「請求人」という。）が遺産分割の審判
が確定したから相続税法第32条 （更正の請求の特則） の規定に該当す
るとして行った更正の請求について、原処分長が、更正をすべき理由
がない旨の通知処分を行ったのに対し、請求人が、その全部の取消し
を求めた事案である。
2　経緯及び基礎事実
被相続人は平成 4年 3月に死亡しており、請求人は法定申告期限内

に申告書を提出している。その後、平成19年に更正の請求をした。
本件相続に係る共同相続人は、被相続人の養子である請求人、長男

Ｂ、長女Ｃ、二女Ｄ及び三女Ｅ（以下、長女Ｃ、二女Ｄ及び三女Ｅを
あわせて「Ｃら」という。）の 5名である。
遺言者を被相続人とする遺言公正証書には、被相続人の遺産の全部

を請求人に相続させる旨の記載があり、請求人は、被相続人の財産の
全部を取得し、本件申告を行った。
Ｃらは、平成 4年に本件遺言が無効であることの確認を求める訴え
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本裁決の留意点

一般的な「更正の請求」は、通則法第23条に規定されている。これに

は、通常の場合と後発的な事由に基づくものがある。

相続税の申告書を提出した者の一般的な事由による更正の請求は、通

則法第23条の規定に基づき行うことはできるが、同法に定める事由に該

当しない場合でも負担の公平を図るため、課税価格又は税額を是正すべ

きと認められる場合が発生する。そこで相続税法第32条では一定の事由

（10の事由）に該当する場合には、更正の請求ができることとされてい

る。

本件の場合は、請求人は、未分割の相続財産の分割確定に基づく更正

の請求であると主張しているが、当初申告は遺言に基づく申告であり、

その後遺言の無効確認が認められて未分割状態となったものの分割確定

による課税標準、税額等の変動であるにしても、相続税法第55条の規定

による未分割財産の申告ではないので、条文解釈上、相続税法第32条第

1項第 1号該当に適合するとはいえないものと判断されている。

◆関係法令

通則法第23条、相続税法第32条、55条

◆関係キーワード

更正の請求、更正の請求の特則、未分割遺産に対する課税

◆参考判決・裁決

最高裁平成 5年 5月28日判決・平成元年（行ツ）162号

（土橋　令）
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本裁決のポイント解説

本裁決の留意点裁決の要旨

裁決の概要が
わかる

審判官の判断の
ポイントがわかる

判断の誤りやすい
ポイントがわかる

参考となる関係法令、
関係キーワード、

参考判決・裁決等を確認できる

目  次（一部抜粋）

○国外送金等に係る調書の提出等に関する国送法第６条第２項の規定は、通則法第65条第５項の規定の適用がある場合の修正申
告書にも適用される等とされた事例（平29.9.1裁決）

○期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでな
いとされた事例（平29.9.26裁決）

国税通則関係

他

○請求人は雇用されているにすぎず請求人が役務を提供したことに対する対価は給与所得であるとする請求人の主張が排斥され
た事例（平22.4.21裁決）
○請求人が営んでいた税理士事務所を他の税理士に承継するに際して受領した金員に係る所得は、譲渡所得には該当しないとさ
れた事例（平22.6.30裁決）

所得税関係

他

他
○制限納税義務者が承継した被相続人の損害賠償金の未払額等が債務控除の対象とはならないとされた事例（平20.6.25裁決）
○未分割遺産に係る相続税の課税価格の計算は、穴埋め方式によるべきであるとされた事例（平27.6.3裁決）

相続税関係
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